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日経平均オプション取引に係る限月取引の設定方法の一部変更に伴う

業務規程等の一部改正について
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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（限月取引及びその数） （限月取引及びその数）

第１５条 指数オプション取引は、次の各号に掲

げる取引対象オプション（指数オプション取引

の対象の指数オプションをいう。以下同じ。）

の区分に従い、当該各号に定める限月取引によ

り行うものとする。

（１） 日経平均オプション

  ａ 通常限月取引（毎月の第二金曜日の前日

に終了する取引日を取引最終日とする限月

取引をいう。以下同じ。）

  ｂ 週次設定限月取引（毎週の金曜日（毎月

の第二金曜日を除き、休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）の前日に終了する

取引日を取引最終日とする限月取引をい

う。以下同じ。）

（２） 東証株価指数オプション 通常限月取  

引

第１５条 指数オプション取引は、取引対象オプ

ション（指数オプション取引の対象の指数オプ

ションをいう。以下同じ。）ごとに、毎月の第

二金曜日の前日に終了する取引日を取引最終日

とする限月取引に区分して行うものとする。

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期間

は、次の各号に掲げる取引対象オプションの区

分に従い、当該各号に定めるところによる。

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期間

は、次の各号に掲げる取引対象オプションの区

分に従い、当該各号に定めるところによる。

（１） 日経平均オプション （１） 日経平均オプション

  ａ 通常限月取引

特定限月取引の１３限月取引（通常限月

取引に限る。）及び当該特定限月取引以外

の直近の６限月取引（通常限月取引に限

る。）の１９限月取引制とし、各限月取引

の期間は、特定限月取引については５年（３

月及び９月の各限月取引については１年６

か月）とし、特定限月取引以外の各限月取

引については９か月とする。

特定限月取引の１３限月取引及び当該特定

限月取引以外の直近の６限月取引の１９限月

取引制とし、各限月取引の期間は、特定限月

取引については５年（３月及び９月の各限月

取引については１年６か月）とし、特定限月

取引以外の各限月取引については９か月とす

る。

ｂ 週次設定限月取引

直近の４週次設定限月取引とし、各週次

設定限月取引の期間は、５週間又は６週間

とする。
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（２） （略） （２） （略）

３ 新たな限月取引の取引開始日は、次の各号に

掲げる限月取引の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。

３ 新たな限月取引の取引開始日は、前項各号に

規定する各限月取引のうち、最初に取引最終日

が到来する限月取引の取引最終日の終了する日

の翌日とし、その日の本所が定める時刻から新

たな限月取引を開始する。

（１） 通常限月取引 （新設）

前項第１号ａ及び第２号に規定する各限月

取引のうち、最初に取引最終日が到来する限

月取引の取引最終日の終了する日の翌日と

し、その日の本所が定める時刻から新たな限

月取引を開始する。

（２） 週次設定限月取引 （新設）

前項第１号ｂに規定する各限月取引のう

ち、最初に取引最終日が到来する限月取引の

取引最終日の終了する日の翌日とし、その日

の本所が定める時刻から新たな限月取引を開

始する。

４ （略） ４ （略）

（権利行使価格及びその数） （権利行使価格及びその数）

第１６条 （略） 第１６条 （略）

２ 前項に規定する権利行使価格は、次の各号に

掲げる取引対象オプションの区分に従い、当該

限月取引の取引開始日の本所が定める時刻に当

該各号に定めるところにより設定する。ただし、

本所が必要と認める場合には、設定する権利行

使価格及びその数を変更することができる。

２ 前項に規定する権利行使価格は、次の各号に

掲げる取引対象オプションの区分に従い、当該

限月取引の取引開始日の本所が定める時刻に当

該各号に定めるところにより設定する。ただし、

本所が必要と認める場合には、設定する権利行

使価格及びその数を変更することができる。

（１） 日経平均オプション （１） 日経平均オプション

  ａ 通常限月取引

指数オプション取引における日経平均の

数値につき、２５０円刻みで設定する２５

０円の整数倍の数値とし、本所が定めると

ころにより３３種類設定する。

指数オプション取引における日経平均の数

値につき、２５０円刻みで設定する２５０円

の整数倍の数値とし、本所が定めるところに

より３３種類設定する。

ｂ 週次設定限月取引

指数オプション取引における日経平均の

数値につき、１２５円刻みで設定する１２
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５円の整数倍の数値とし、本所が定めると

ころにより１７種類設定する。

（２） （略） （２） （略）

３ 前項のほか、次の各号に掲げる取引対象オプ

ションの区分に従い、全部又は一部の限月取引

について、当該各号に定める数値の新たな権利

行使価格を本所が定めるところにより設定する

ことができる。

３ 前項のほか、次の各号に掲げる取引対象オプ

ションの区分に従い、全部又は一部の限月取引

について、当該各号に定める数値の新たな権利

行使価格を本所が定めるところにより設定する

ことができる。

（１） 日経平均オプション （１） 日経平均オプション

  ａ 通常限月取引

（ａ） 当該通常限月取引の残存期間が３か

月となる月の第二金曜日が到来していない

通常限月取引

２５０円刻みで設定する２５０円の整

数倍の数値

（ｂ） 前（ａ）に掲げる通常限月取引以外

の通常限月取引

１２５円刻みで設定する１２５円の整

数倍の数値

ａ 当該限月取引の残存期間が３か月となる

月の第二金曜日が到来していない限月取引

２５０円刻みで設定する２５０円の整数

倍の数値

ｂ 前ａに掲げる限月取引以外の限月取引

１２５円刻みで設定する１２５円の整数

倍の数値

ｂ 週次設定限月取引

１２５円刻みで設定する１２５円の整数

倍の数値

（２） （略） （２） （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２７年５月２５日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２７年５月２５

日に施行することが適当でないと本所が認める

場合には、当該日以後の本所が定める日から施

行する。
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（指数オプション取引に係る権利行使価格

の設定）

（指数オプション取引に係る権利行使価格

の設定）

第１０条 （略） 第１０条 （略）

２ 規程第１６条第２項各号の規定により設定す

る権利行使価格は、次の各号に掲げる指数オプ

ション取引の対象の区分に従い、当該各号に定

めるところによる。

２ 規程第１６条第２項各号の規定により設定す

る権利行使価格は、次の各号に掲げる指数オプ

ション取引の対象の区分に従い、当該各号に定

めるところによる。

（１） 日経平均オプション （１） 日経平均オプション

ａ 通常限月取引

各通常限月取引の取引開始日の前日にお

ける２５０円刻みの日経平均設定基準値

（その日の最終の日経平均の数値に最も近

接する２５０円の整数倍の数値（当該数値

が２種類ある場合は、高い方の数値）をい

う。以下同じ。）及び当該２５０円刻みの

日経平均設定基準値に近接する上下各１６

種類の２５０円の整数倍の数値とする。

各限月取引の取引開始日の前日における２

５０円刻みの日経平均設定基準値（その日の

最終の日経平均の数値に最も近接する２５０

円の整数倍の数値（当該数値が２種類ある場

合は、高い方の数値）をいう。以下同じ。）

及び当該２５０円刻みの日経平均設定基準値

に近接する上下各１６種類の２５０円の整数

倍の数値とする。

ｂ 週次設定限月取引

各週次設定限月取引の取引開始日の前日

における１２５円刻みの日経平均設定基準

値（その日の最終の日経平均の数値に最も

近接する１２５円の整数倍の数値（当該数

値が２種類ある場合は、高い方の数値）を

いう。以下同じ。）及び当該１２５円刻み

の日経平均設定基準値に近接する上下各８

種類の１２５円の整数倍の数値とする。

（２） （略） （２） （略）

３ 規程第１６条第３項各号の規定により設

定する新たな権利行使価格は、次の各号に掲

げる指数オプション取引の対象の区分に従

い、当該各号に定める方法により設定するも

のとする。ただし、本所が必要と認める場合

には、設定する権利行使価格及びその数を変

更することができる。

３ 規程第１６条第３項各号の規定により設

定する新たな権利行使価格は、次の各号に掲

げる指数オプション取引の対象の区分に従

い、当該各号に定める方法により設定するも

のとする。ただし、本所が必要と認める場合

には、設定する権利行使価格及びその数を変

更することができる。
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（１） 日経平均オプション （１） 日経平均オプション

次のａ及びｂに掲げる限月取引の区分

に従い、当該ａ又はｂに定める場合に該当

したときは、その翌日の午前８時に、当該

ａ又はｂに定める方法により設定するも

のとする。

次のａからｃまでに定める場合に該当

したときは、その翌日の午前８時に、当該

ａからｃまでに定める方法により設定す

るものとする。

ａ 通常限月取引

（ａ） 各通常限月取引について、当該通常

限月取引の残存期間が３か月となる月の第

二金曜日（休業日に当たるときは、順次繰

り上げる。以下この号において「日経平均

刻み変更日」という。）の２日前（休業日

を除外する。以下同じ。）の日までに、毎

日の２５０円刻みの日経平均設定基準値を

上回る既存の権利行使価格又は下回る既存

の権利行使価格が１５種類以下となった場

合

当該通常限月取引について、当該２５

０円刻みの日経平均設定基準値を上回る

権利行使価格又は下回る権利行使価格が

１６種類となるまで、既存の権利行使価

格から２５０円刻みで設定する。

（ｂ） 各通常限月取引について、日経平均

刻み変更日の前日が到来した場合

当該通常限月取引について、当該前日

の１２５円刻みの日経平均設定基準値及

び当該１２５円刻みの日経平均設定基準

値を上回る権利行使価格又は下回る権利

行使価格が当該前日の１２５円刻みの日

経平均設定基準値から１２５円刻みで連

続して上下各１６種類となるまで、当該

１２５円刻みの日経平均設定基準値から

１２５円刻みで設定する。

（ｃ） 各通常限月取引について、日経平均

刻み変更日以降の日に、毎日の１２５円

刻みの日経平均設定基準値を上回る既存

の権利行使価格（当該１２５円刻みの日

ａ 各限月取引について、当該限月取引の残

存期間が３か月となる月の第二金曜日（休

業日に当たるときは、順次繰り上げる。以

下この号において「日経平均刻み変更日」

という。）の２日前（休業日を除外する。

以下同じ。）の日までに、毎日の２５０円

刻みの日経平均設定基準値を上回る既存の

権利行使価格又は下回る既存の権利行使価

格が１５種類以下となった場合

当該限月取引について、当該２５０円刻

みの日経平均設定基準値を上回る権利行使

価格又は下回る権利行使価格が１６種類と

なるまで、既存の権利行使価格から２５０

円刻みで設定する。

ｂ 各限月取引について、日経平均刻み変更

日の前日が到来した場合

当該限月取引について、当該前日の１２

５円刻みの日経平均設定基準値（その日の

最終の日経平均の数値に最も近接する１２

５円の整数倍の数値（当該数値が２種類あ

る場合は、高い方の数値）をいう。以下こ

の号において同じ。）及び当該１２５円刻

みの日経平均設定基準値を上回る権利行使

価格又は下回る権利行使価格が当該前日の

１２５円刻みの日経平均設定基準値から１

２５円刻みで連続して上下各１６種類とな

るまで、当該１２５円刻みの日経平均設定

基準値から１２５円刻みで設定する。

ｃ 各限月取引について、日経平均刻み変

更日以降の日に、毎日の１２５円刻みの日

経平均設定基準値を上回る既存の権利行使
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経平均設定基準値から１２５円刻みで連

続して設定されているものに限る。）又

は下回る既存の権利行使価格（当該１２

５円刻みの日経平均設定基準値から１２

５円刻みで連続して設定されているもの

に限る。）が１５種類以下となった場合

当該通常限月取引について、当該１２

５円刻みの日経平均設定基準値を上回る

権利行使価格又は下回る権利行使価格が

当該１２５円刻みの日経平均設定基準値

から１２５円刻みで連続して１６種類と

なるまで、既存の権利行使価格から１２

５円刻みで設定する。

価格（当該１２５円刻みの日経平均設定基

準値から１２５円刻みで連続して設定され

ているものに限る。）又は下回る既存の権

利行使価格（当該１２５円刻みの日経平均

設定基準値から１２５円刻みで連続して設

定されているものに限る。）が１５種類以

下となった場合

当該限月取引について、当該１２５円刻

みの日経平均設定基準値を上回る権利行使

価格又は下回る権利行使価格が当該１２５

円刻みの日経平均設定基準値から１２５円

刻みで連続して１６種類となるまで、既存

の権利行使価格から１２５円刻みで設定す

る。

ｂ 週次設定限月取引

毎日の１２５円刻みの日経平均設定基準

値を上回る既存の権利行使価格又は下回る

既存の権利行使価格が７種類以下となった

場合

当該週次設定限月取引について、当該１

２５円刻みの日経平均設定基準値を上回る

権利行使価格又は下回る権利行使価格が当

該１２５円刻みの日経平均設定基準値から

１２５円刻みで連続して８種類となるま

で、既存の権利行使価格から１２５円刻み

で設定する。

（２） （略） （２） （略）

４ （略） ４ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２７年５月２５日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２７年５月２５

日に施行することが適当でないと本所が認める
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場合には、当該日以後の本所が定める日から施

行する。
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取引参加者料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引参加者料金） （取引参加者料金）

第２条 （略） 第２条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デリバ

ティブ取引が成立した場合において、業務規程

第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務

規程及び受託契約準則の特例第１０条第１項に

おいて準用する場合を含む。）又は取引所外国

為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約

準則の特例（以下「取引所ＦＸ取引特例」とい

う。）第１５条第１項の規定に基づき、市場デ

リバティブ取引の取消しが行われたときに、当

該過誤のある注文を発注した取引参加者が納入

するものとし、その額は、取り消された取引（過

誤のある注文により成立した取引に限る。）に

係る取引手数料の算出の基準に、次の各号に掲

げる取引の区分に応じて、当該各号に定める率

又は金額を乗じて算出した額とする。ただし、

当該額が１０万円を下回る場合は、１０万円と

する。

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デリバ

ティブ取引が成立した場合において、業務規程

第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務

規程及び受託契約準則の特例第１０条第１項に

おいて準用する場合を含む。）又は取引所外国

為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約

準則の特例（以下「取引所ＦＸ取引特例」とい

う。）第１５条第１項の規定に基づき、市場デ

リバティブ取引の取消しが行われたときに、当

該過誤のある注文を発注した取引参加者が納入

するものとし、その額は、取り消された取引（過

誤のある注文により成立した取引に限る。）に

係る取引手数料の算出の基準に、次の各号に掲

げる取引の区分に応じて、当該各号に定める率

又は金額を乗じて算出した額とする。ただし、

当該額が１０万円を下回る場合は、１０万円と

する。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 指数オプション取引

次のａ及びｂに掲げる取引対象オプシ

ョンの区分に従い、当該ａ及びｂに定める

率又は金額とする。

（５） 指数オプション取引

次のａ及びｂに掲げる取引対象オプシ

ョンの区分に従い、当該ａ及びｂに定める

率又は金額とする。

ａ 日経平均オプション ａ 日経平均オプション 万分の５．０

（ａ） 通常限月取引 万分の５．０ （新設）

（ｂ） 週次設定限月取引 ４０円 （新設）

ｂ （略） ｂ （略）

（６） （略） （６） （略）

７～９ （略） ７～９ （略）

付  則
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１ この改正規定は、平成２７年５月２５日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２７年５月２５

日に施行することが適当でないと本所が認める

場合には、当該日以後の本所が定める日から施

行する。

別表１ 別表１

取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等 取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等

取引手数料の算出の基準及び取引手数料

率等は、次のとおりとする。

取引手数料の算出の基準及び取引手数料

率等は、次のとおりとする。

取引の区

分

取引対象

の区分

算 出 の

基準

取引手数料率

等

（略）

指数オプ

ション取

引

日経平均

オプショ

ン（通常

限 月 取

引）

（略） （略）

日経平均

オプショ

ン（週次

設定限月

取引）

取 引 数

量

売付け又は買

付けごとに

１取引単位に

つき

４０円

（略） （略） （略）

（略）

取引の区

分

取引対象

の区分

算 出 の

基準

取引手数料率

等

（略）

指数オプ

ション取

引

日経平均

オプショ

ン （略） （略）

（新設） （新設） （新設）

（略） （略） （略）

（略）

（注１）～（注４） （略） （注１）～（注４） （略）

（注５） 日経平均オプション取引（週次設定

限月取引を除く。）において、売付け若しく

は買付けごとの１取引単位当たりの取引手

数料が３５０円を超える場合は、３５０円と

する。

（注５） 日経平均オプション取引において、

売付け若しくは買付けごとの１取引単位当

たりの取引手数料が３５０円を超える場合

は、３５０円とする。

（注６） （略） （注６） （略）
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別表２ 別表２

特定市場デリバティブ取引に係る取引手数料

率

特定市場デリバティブ取引に係る取引手数料

率

別表１における日経平均、東証株価指数及

び配当指数（日経平均・配当指数、ＴＯＰＩ

Ｘ配当指数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０

配当指数をいう。以下同じ。）を対象とする

市場デリバティブ取引に係る取引手数料率

（小数点以下第３位未満の端数（第４号にあ

っては、小数点以下第８位未満の端数）があ

るときは、これを切り捨てる。以下同じ。）

は、各取引参加者について、次に掲げる区分

に応じて、当該区分に定めるところによる。

ただし、先物取引等取引資格を取得した日に

属する月から４か月を経過するまでの間の

当該取引参加者に係る取引手数料率は、本所

がその都度定める。

別表１における日経平均、東証株価指数及

び配当指数（日経平均・配当指数、ＴＯＰＩ

Ｘ配当指数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０

配当指数をいう。以下同じ。）を対象とする

市場デリバティブ取引に係る取引手数料率

（小数点以下第３位未満の端数（第４号にあ

っては、小数点以下第８位未満の端数）があ

るときは、これを切り捨てる。以下同じ。）

は、各取引参加者について、次に掲げる区分

に応じて、当該区分に定めるところによる。

ただし、先物取引等取引資格を取得した日に

属する月から４か月を経過するまでの間の

当該取引参加者に係る取引手数料率は、本所

がその都度定める。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 日経平均を対象とした指数オプション

取引（週次設定限月取引を除く。以下同じ。）

（４） 日経平均を対象とした指数オプション

取引

  当該取引参加者の日経平均を対象とした指

数オプション取引に係る月次平均取引代金

（４か月前の１日（休業日に当たるときは、

順次繰り下げる。以下同じ。）に終了する取

引日から２か月前の末日（休業日に当たると

きは、順次繰り上げる。）に終了する取引日

までの３か月間の取引代金（ギブアップが成

立した場合は、注文執行取引参加者の取引代

金とみなす。以下同じ。）の合計を３で除し

て得た数値（小数点以下第１位未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）をいう。

以下同じ。）について、次のａからｄまでに

より算出した金額を当該月次平均取引代金で

除して得た数値とする。

  当該取引参加者の日経平均を対象とした指

数オプション取引に係る月次平均取引代金

（４か月前の１日（休業日に当たるときは、

順次繰り下げる。以下同じ。）に終了する取

引日から２か月前の末日（休業日に当たると

きは、順次繰り上げる。）に終了する取引日

までの３か月間の取引代金（ギブアップが成

立した場合は、注文執行取引参加者の取引代

金とみなす。以下同じ。）の合計を３で除し

て得た数値（小数点以下第１位未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）をいう。

以下同じ。）について、次のａからｄまでに

より算出した金額を当該月次平均取引代金で

除して得た数値とする。

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略）
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付  則

１ この改正規定は、平成２７年５月２５日から

施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

売買システムの稼働に支障が生じた場合その他

やむを得ない事由により、平成２７年５月２５

日に施行することが適当でないと本所が認める

場合には、当該日以後の本所が定める日から施

行する。


